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１ 概要 

  昨年度実施した「キャッシュレス決済ポイント還元事業」をさらに多くの市民の皆様にご

利用いただけるよう、取扱事業者の拡大や市民向け説明会を実施します。 

市内の消費を喚起し、経済の活性化につなげていきます。 

   

２ 実施事業 

  （1） キャッシュレス決済ポイント還元事業     

実施期間 ７月 15 日（金）から８月 15 日（月）まで 

事業内容 

(1) キャッシュレスキャンペーン取扱事業者 

PayPay・auPay・d 払いの 3 社に拡大 

(2)  還元率 ：25％ 

(3)  付与上限：1 決済でたまるポイント→2,500 円相当まで 

※実施期間でたまるポイント→取扱事業者ごとに 5,000 円相当まで 

(4)  対象店舗：上記取扱事業者のキャッシュレス決済ができる市内

対象店舗（大手チェーンを除く） 

委託先 西東京商工会 

（2） 市民向け説明会の開催スケジュール 

キャッシュレス決済の概要や実際の利用手順についての説明会を行います。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 生活文化スポーツ部 産業振興課（TEL：042-420-2819） 

～市内経済対策～ 

市内の消費喚起を促進し、事業者の皆様を支援します！ 

「キャッシュレス決済ポイント還元事業」市民説明会の実施 

西東京市 


